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○東御市家庭介護者慰労給付金要綱（案）

平成16年４月１日

告示第36号

（目的）

第１条 この告示は、在宅の要介護者又は重度心身障害者を介護している者に対し、家庭介

護者慰労給付金（以下「給付金」という。）を支給することにより、常時介護を要する者

及びその家庭介護者の福祉の増進を図ることを目的とする。

（用語の定義）

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。

(1) 要介護者 市内に住所を有し、介護保険法（平成９年法律第123号）第７条第３項の規

定による要介護者で、同法第７条第１項の規定による要介護状態区分により要介護４程

度以上の者をいう。

(2) 重度心身障害者 市内に住所を有し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和

39年法律第134号）第17条及び第26条の２の規定による手当の支給要件に該当する者又は

これと同程度以上の障害を有する在宅の３歳以上の者で65歳未満の者をいう。

(3)世帯 介護対象者及び受給者と生計を一にする親族等を含めたものをいう。

（支給要件）

第３条 給付金の支給対象となる者（以下「受給者」という。）は、次の各号のいずれにも該

当する者とする。

(1)毎年11月１日（以下「基準日」という。）前１年間のうち、６月以上要介護者又は重度

心身障害者（以下「介護対象者」という。）と同居し、かつ、当該介護対象者を主に介

護していた者とする。

(2)介護対象者及び受給者の属する世帯の当該年度分の市町村民税が非課税である者。ただ

し、市長が特別に認める場合はこの限りではない。

２ 前項の介護期間の算定に当たっては、入院、施設入所等により介護が中断した場合であ

っても、当該中断期間を除いて介護をしていた期間を通算するものとする。この場合にお

いては180日をもって６月とみなすものとする。

（支給認定）

第４条 前条に規定する支給要件に該当する受給者が給付金の支給を受けようとするときは、

市長に申請し、その認定を受けなければならない。

（給付金の額及び支給方法）

第５条 給付金の額は、介護対象者１人につき、年額50,000円とする。

２ 給付金の支給は、市長が定める日に支給する。
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（支給停止等）

第６条 市長は、受給者が介護対象者の介護を怠っていると認められるときその他給付金を

支給することが不適当と認めるときは、給付金を支給しないことができる。

（補則）

第７条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、平成16年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 平成16年度に限り、旧北御牧村の区域に住所を有する介護対象者に係る受給者について

は、第５条中「60,000円」とあるのは「30,000円」と、「120,000円」とあるのは「60,000

円」と読み替える。

附 則（平成17年３月３日告示第５号）

この告示は、平成17年４月１日から施行する。

附 則（平成20年４月15日告示第35号）

この告示は、告示の日から施行し、平成20年度の給付金から適用する。

附 則（令和８年４月１日告示第 号）

この告示は、令和８年４月１日から施行する。


